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ＴＥＬ：０３－５２０６－７７７３

行政書士　小竹　広光

冠省

早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、書類作成代理人として下記の通り通知致します。

通知人は以前、友人の紹介で貴殿と知り合い、交際をしていたことがあります。しかし、その後、交際は終了し、すでに６ヶ月が経過しております。

しかしながら、貴殿は現在、通知人の住居や勤務先の付近へ出没し、行動の監視や見張り等のつきまとい行為を繰り返しております。

これにより、現在、通知人は身体の安全に対する危険を感じ、住居などにおける平穏を脅かされ、行動の自由を著しく害されており、多大な精神的苦痛を受けております。

よって、貴殿に対し、本書面をもって、上記つきまとい等の行為の禁止を厳に求めます。

　なお、本書面到着後も上記のつきまとい等の行為が発見された場合には、遺憾ながらストーカー行為等の規制等に関する法律（以下「ストーカー規制法」という）に基づき、○○警察署長に対する警告の申出や刑事告訴をおこなうとともに、地方裁判所に対し、迷惑行為禁止の仮処分命令申立や精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟提起など、裁判上の手続きをとらざるを得ません。

ストーカー行為はストーカー規制法第１３条により、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処される犯罪行為です。

以上、善処頂けますよう、お願い申し上げます。

草々

